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ドイツ統計登録簿型人ロセンサスの意義と課題（その2）

一『センサス構想』と住民登録簿の審査一

瞬　砂　敬　郎

　ドイツ統計登録簿懸人ロセンサスの意義と課

題：目次

（その1）行政登録簿とセンサスの基本原則

　　　　（『経済学研究』第74巻第2号）

（その2）『センサス構想』と住民登録簿の審査

　　　　（本号）

（その3）行政登録簿の一般性の審査とデータ

　　　　連結（以下次号：仮題）

（その4）『センサステスト』

（4）ドイツ人ロセンサスの新構想＝センサス目

　　的（連邦モデルと州モデル）

　1996年夏季になされた連邦政府の伝統型人ロ

センサスを断念する決議を受けて、連邦・州内

務相会議は、連邦・州統計局の調査研究班にた

いして、開発されるべき新しいセンサスモデル

について、つぎのような要請を行っている。

「①　国内のデータ需要と欧州連合のデータ需

　要を充足するモデルであること

②従来型のセンサスを断念することによっ

　て、情報と精度の損失がもたらされるにも

　かかわらず、新しいモデルは、相当の情報

　を確保することができること

③行政登録簿統計（Registerstatistik）の

　将来的な可能性を開くモデルであること，

④連邦・州・市町村の財政負担を適切な限

　界内に抑えるモデルであること，

⑤国民の受容度を侵さない程度に国民の負

　担を抑制するモデルであること，

⑥適切な期間内にセンサスを実施すること

　ができるモデルであること。」（調査研究班：

最終報告書『2001年共同体センサス』（“Ge－

meinschaftsweiter　Zensus　2001”），　S．3、番号

は筆者が付す。本稿では、以下『センサス構想』

と略称））

　（註）『2001年共同体センサス』は、一般に公

開されていない部内文書である。手元にある報

告書（A4判、本文63頁、付録8頁）は、連邦

統計局J．Szenzenstein人ロ統計課長の提供に

よっており、1998年8月の日付がある。目次

（章節）は、つぎのようである。

　　目　　次

序　　経過と委託

第1章課題

第2章情報需要

　2．1　センサスの結果には具体的にはど

　　　　　のように利用されるか

　2．2　2001年センサスにたいする需要

第3章　2001年センサスの基礎としての住民

　　　　登録簿

　3．1　住民登録簿の標識の妥当性

　3．2　登録簿の精度とセンサス以前にお
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　　　　ける住民登録簿を精査するための

　　　措置

3，3　データの精度を高めるための統計

　　　部門側における措置

3，4　2001年センサスにおける過剰把握

　　　　と過少把握にかんする考察

　　連邦モデル
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目的

方法手続き

統計方法的な課題

センサス結果の小地域分類

統計体系への影響

州モデル

！　目的

2　方法手続き

3　統計方法的な課題

4　統計体系への影響

2001年センサスのための方法的な調

査研究と試験調査

　2001年センサスの以前の試験調査

　2001年越ンサスの精度調査

経費と効果
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費用一効果分析の可能性と限界

モデルの記述とモデルの基礎とな

るモデル単位と要素の結合可能性

効果

モデルの時間的な次元

モデルの負担の側面

経費

重要にたいするモデルの応答

実態反映性

比高度

登録簿統計への入り口とモデルの

発展能力

　8．5　結論

付録

　また、『センサス構想』は、センサス目的＝

「人証センサスにたいする情報需要（lnforma－

tionsbedarf＞」を、つぎのように設定している。

（1）センサスの第1の課題は、センサス期日の

　連邦、州および市町村の公式人口を確定し、

　センサス年間の公式密漁である人指推計値の

　ために、新しい推計の基礎を更新すること

②　センサス期日における就業、建物と住宅か

　んする調査結果を提供し、対応するそれまで

　の推計値を修正し、それに新しい外挿推計の

　基準値を与えること

（3）センサスは、：地域的事項的に詳細に分類さ

　れた構造値を提供し、後続する人口や住宅状

　況にかんする標本調査（ミクロセンサス、建

　物住宅標本調査等）の標本抽出フレームを設

　揺すること、とくにセンサスの人口と住宅に

　ついての調査結果は、ミクロセンサスと建物

　住宅標本調査の推計値を整合させることが重

　要であること（S．4）。

　したがって、センサス目的は、全数調査様式

の伝統型センサスと同一であって、それを実現

するために行政登録簿型のセンサスモデルを開

発し、センサス経費の制約と国民の申告負担の

軽減をはかることが、連邦・州内務相会議の要

請の主旨である。

　さらに、『センサス構想』は、方法転換とい

う挑戦的な課題によってでも、センサスを実施

しなければならない特殊ドイツ的な必要性を具

体的に記述している。ここには、その一端を割

愛しておこう。

　周知のように、公式人口の確定によって、第

1に、①連邦の州への財政調整、②州の市町村
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への財政調整、および③選挙区の割当てが行わ

れるが、1987年人ロセンサスによって「調整や

割当て」は大きな影響を受けた。

　例1：売上税の配分については、センサスの

結果によって、連邦・州間の財政調整にかんす

る法律が改正され、いくつかの州では、増収と

減収が発生した（表1参照）。

　例2：また、市町村間の財政調整でも、フラ

ンクフルト市は、年間220万マルク（約15億円）

の増収、ヴィースパーデン市とボン市ではそれ

ぞれ1200万マルクと2400万マルクの減収となっ

た。

　例3＝センサスによって修正された市町村の

住民人口は、170万以上（上方修正が83万、下

方修正が90万人物に登っている。

　例4＝連邦議会選挙では、選挙区人口が平均

より333％以上乖離すると、選挙区が更新され

なければならない。センサスの結果、1994年の

連邦議会選挙では、選挙区の再区分によって、

240万人の住民が、影響を受けた。州次元では、

例えば、バイエルン州の1990年議会選挙におい

て、人口変動の確定によって、選挙区の基本的

な調整・改訂が実施された。市町村次元では、

新しい人ロの確定によって、少なくない市町村

が規模別階層において移動し、自治体機関の規

模、議員定数と選挙される公務員の法的な地位

に影響を与えた。

　『センサス構想』は、ここに例示した他に、

1）年金積立金の基礎となる年金保険加入義務

者数と年金受給者数の予測値と実績値が、いく

つかの年齢階級で相当に乖離していること、2）

病院充足計画の齪齢による病床数の推計予測の

誤りとそれによる損失額、3）就業統計の劣化

による、とくに地域就業者数の上方修正と失業

者予測の大幅な下方修正、4）廃棄住宅の確定

漏れによる必要住宅数の上方修正（150万戸一

これはシュレスビッヒ・ホルシュタイン州の住

宅数を越える）等を列挙している。『センサス

構想』は、センサスの公正機能を具体的に紹介

することによって、センサス年から遠ざかるほ

ど、各様の推定値が実態から乖離していくこと

を明らかにし、1987吸いらい、人ロセンサスが

実施されていないドイツにおけるセンサスの緊

急性を強調している（S．4～S，10）。

　このような要請を受けて、調査研究班は、

1998年2月に中間報告をまとめ、行政登録簿が

主要なデータソースである登録多型センサ入に

ついて、同じセンサス目的であっても、連邦次

元のデータ需要に応じる連邦モデルと、州さら

には市町村次元までのデータ需要に対応するこ

表1　1987年国勢調査による売上税配分と財政調整の変更（二間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万DM）

払い戻しを受けた州 追加支払いをした州

バイエルン　　　　　　　　　　　　159 ノルドライン・ベストーファーレン　100

シュレスビッヒ・ホルシュタイン　　103 ハンブルク　　　　　　　　　　　　97

バーゲン・ビュッテンブルク　　　　97 ベルリン（西）　　　　　　　　　　94

ヘッセン　　　　　　　　　　　　　　80 ラインランド・プファルツ　　　　　　74

ニーダーザクセン　　　　　　　　　16 ザールラント　　　　　　　　　　54
ブレーメン　　　　　　　　　　　　　34

総計　　　　　　　　　　455 453
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とができる州モデルを提案した。続く3月12日

に、連邦・州内務相会議は、中間報告を了承し、

調査研究班に、二つのモデルの費用効果分析を

委託した。調査研究班は、センサスモデルのい

ずれによっても、登録型センサスによってセン

サス経費が大いに削減され、また国民の負担が

軽減されることから、『センサス構想』は、登

録簿型センサスの精度とデータ需要の充足度に、

報告の重点をおいている。

　ここでは、『センサステスト』の基本的な課

題を明確にする観点から、連邦モデルと州モデ

ルの概要を紹介しておこう。

　連邦モデルは、人口学的モデル、就業統計モ

デルとミクロセンサスの拡張モデルから構成さ

『れる（図1参照）。連邦モデルのデ川目タソース

は、図に示す①住民登録簿（市町村の住民登録

局）、②雇用者登録簿（連邦労働局）、③公務員

の人事登録簿（政府省庁）、④その他の職業層

（自営業等）にかんする就業データをえる補足

標本調査、および⑤世帯・住宅や教育にかんす

るデータ源＝ミクロセンサス（Mikrozensus）で

ある。人事学的モデルでは、住民登録簿から個

人の人口学的標識にかんする集計値を得る。就

業統計モデルでは、就業者のほぼ90％について

は、雇用者登録簿や公務員人事登録簿から雇用・

失業・職業や産業にかんする集計値を求める。

しかし、二つの行政登録簿が対象としていない

自営業者等については、標本調査（現行ミクロ

センサス1標本抽出率1％の年次調査の拡張）

によって捕捉されなければならない。さらにミ

クロセンサス拡張モデルは、他の二つのモデル

では把握できない世帯、住宅、建物や教育にか

んする推定値を得る（S．4、S．16）。

　連邦モデルのデータソースは全体として、セ

ンサス目的に対応する対象範囲を一通り網羅し

ている。しかし、各データソース間、とくに住

民登録簿と雇用者登録簿のデータ連結は予定さ

れていないから、獲得されるセンサスの結果は、

各データソースごとに集計される部分的な統計

値の「張り合わせ」である。したがって、例え

ば、就業者総体を全一的に把握することは困難

であって、小地域や社会的少数者層の表章は著

しく制限される．それは、ミクロセンサスに依

存する教育・世帯・住宅の「センサス値」にも

あてはまる（S．！9）。もちろん、統計値は集計値

であるから、それぞれのデータソースが全数性

と完全性を保持していれば、張り合わせ的な統

計値でも、センサス値としての精度と機能を十

分充足できるであろう。

　しかし、各データベースの精度と事項別地域

別分類の詳細度は区々であって、例えば、地域

分類の細密度については、表2が示すとおりで

ある。このような連邦モデルは、『センサス構

想』によると、ドイツにおける行政登録簿の現

状と統計事情を、そのままに反映した「仮説」

である。

　第一に、行政登録簿を見ると、①センサスに

必要な情報を部分的にしか含んでおらず、②精

度が再審査かつ比較できる状態になく、③その

ままでは、直接にデータ連結ができる状況には

ない。つぎに、住宅・建物センサスに対応する

行政登録簿が存在せず、ミクロセンサスから住

宅にかんする統計情報を得ることを予定しなけ

ればならない。さらに、就業分野については、

上述の行政登録簿が利用できるが、自営業者層

については、ミクロセンサスに依存しなければ

ならいからである（S．16）。

　したがって、連邦モデルの情報環境と「情報

力」は、センサス目的の充足を著しく限定する。

連邦モデルの基本目的は「緊急性が高い情報需
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要をできるだけ低い国民の負担と公共財政の支

出によって更新することである」。それは、①

住民登録簿にもとづいて、行政区域次元（市町

村以下の区域まで）の公式人賦を確定し、また

性別・年齢別等の人口学的標識について、小地

域集計値を獲得し、②人口社会統計体系の推計・

標本抽出フレームおよび人口推計の基準値を補

正することによって、③「負担をともなう経済

的社会的な決定の誤りを阻止することである」

（Sユ6）。そして、『センサス構想』は、連邦モ

デルを、行政登録簿と統計調査の結合によって

小地域的な世帯統計を長期的に創出する基点と

位置づけている（S．17）。

　しかし、基本目的を離れると、連邦モデルの

「情報力」は著しく弱まる。労働分野を見ると、

モデルは、雇用者と失業者については、市町村

次元までのセンサス情報を提供できるが、就業

者全体のセンサス情報は、連邦から政府行政区

次元までの標本統計値に制限される。ミクロセ

ンサスの世帯・住宅にかんする推計値の有効性

は、市町村次元まで及ばない〈S．18＞。

　ところで、連邦的な分権システムをとるドイ

ツの州と市町村は、積極的な行財政の主体であ

るとともに、その統計需要にきそつく積極的な

統計利用の主体でもある。人ロセンサスにおい

ても、公式人口の更新だけでなく、州（連邦・

州建設大臣会議）は、「少なくとも、建物・住

宅データが小地域次元で得られる全数統計」、

すなわち建物・住宅センサスの．実施を主張して

いる。また、市町村（ドイツ都市会議）は、

「（勤務先を含む）小地域次元において十分な精

度をそなえる個人、世帯、建物・住宅、および

事業所にかんする最小限の基本データ」を要求

し、「財政調整の観点から、センサスの徹底的

な登録簿型化と建物登録簿の設定」を提案して

いる。さらに、ドイツにおける二大宗教組織で

あるカトリック教会と新教教会は、「宗教組織

への帰属」にかんする小地域統計の作成を要求

している（S．9～10、S．60）。

　（註）

　　ヘッセン州統計局人口統計課長、H－K．

　Rompelは、「連邦モデルは、地域統計と自治体

　にかんする関心にほとんど配慮：していないため

　に、多数の州統計局によって拒否された。また、

　いろいろなデータソースからのデータの併存で、

　これまでの国勢調査で一般的であった個人デー

　タの連結がなされないことが、連邦モデルの欠

　陥と考えられた。さらに、その指針において、

　健胃と住宅にかんする）相応の統計値を要請し

　ている欧州連合にたいして、連邦は、この分野

　の責任を放棄することになるけれども、これま

　での建物・住宅データの調査を断念することに

　なる。」と述べている1）。

　人ロセンサスにたいする州や市町村の統計需

要を充足するために、州モデルは、つぎのよう

にセンサス目的を設定する。

（1）全国的に高い精度を備える客観的で、比較

　可能かつ事後審査ができる基準にしたがって、

　重要な人口統計値、とくに市町村の公式人口

　を確定すること。

　　州の観点から、市町村の公式人ロの重要性

　を考慮すると、利用する住民登録簿データの

　高い精度を確保するために、連邦モデルが予

　賛する登録簿データの審査（登録簿データそ

　のものによる審査）だけでは、十分なセンサ

　ス値の精度を実現することはできない。州モ

1）　Henz－Kurz　Rompel　“’Bevoelkerungsfortschrei－

bllng　versus　Einwohnermelderegis七er：，　Tei11＝Hat

Hessen　ueber　6　Mill．　Einwohner　？”　Staat　und

Wirtschaft　in　Hessen　，　2000．　Febr．p．　36
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　デルでは、「地方自治体による登録簿管理と

　は独立に実施される」建物・住宅センサスの

　住宅データと住民登録簿の個人データが対照

　かつ連結される。それは、「妥当性」を欠く

　データ（後述の死票等）を確認、吟味・調整

　することができるモデルである。

②　市町村における建物・住宅推計の基礎とし

　ての基準値と、住民に住宅を供給するための

　データを含む建物・住宅統計情報を提供する

　こと。

（3）建物・住宅センサスと住民登録簿のデータ

　連結によって、後者の精度を高めるだけでな

　くて、世帯統計デーータを把握すること。それ

　は、同時に世帯構成別の建物・住宅・就業に

　かんする小地域データと　それらの相互の組

　合せ値を提供する。

（4）ドイツにおける登録簿統計の発展のために、

　建物・住宅登録簿を策定し、住宅統計を推計

　するための法制的情報的な基盤を創出するこ

　と。

⑤　住民登録簿が捕捉しないような標識（居住

　設備や就業）についても、市町村次元以下の

　小地域データを提供すること。

（6）センサスデータセットの全標識について、

　弾力的な利用可能性と結合可能性を確保する

　こと。

（7）既存の行政登録簿と補足的な標本調査（標

　本10％：自営業国隣が対象）によって、地域

　的な就業統計を包括的に提供すること（S．23

　一一・一S．24．　S60）．

　このようなセンサス目的を設定する州モデル

は、旧来の国勢・職業・建物・住宅調査

（Volks一，　Berufs一，　Gebaeude一　und　Wohnungs－

zaehlung）によって得られる統計値を、ほと

んど提供することができる。それは、一方では、

上述したドイツの市町村、州や教会組織、さら

には欧州連合の人ロセンサス指針が求めるデー

タ需要に、広範囲に対応することでき、他方で

は、統計体系を全体的に更新することができる。

換言すると、州モデルは，政治的決定のために

も、そのセンサス目的・課題においても、これ

までの全数調査様式の国勢調査を規範原型とし

て成り立っている。したがって、州モデルには、

国民の受容度と経費効率性の観点が措定される

とともに、人人センサスの「一般性、完全性と

同時性の原則」（以下『センサス原則』略称す

る〉が、センサス行程の理論的方法的な規準と

技術的組織的な条件として内装されている。そ

れは、州モデルが利用する行政登録簿の情報を、

『センサス原則』を備えるセンサス情報に転化

するための審査・転化方法に具体化されている

から、州モデルの方法的行程をたどることによっ

て確認することができよう。

　上述した住民登録簿、雇用者登録簿と公務員

の人事登録簿、建物・住宅センサス、および補

足的な標本調査のデータを、統計単位（個人と

世帯＝住宅）の次元において連結することが、

州モデルのセンサスとしての本質的な要件であ

る。したがって、それは市町村以下の小地域次

元までの統計需要に対応する全一的なセンサス

様式をとっている。図2が、州モデルにおける

人当センサスの全体像であって、モデルの方法

手続きは、基本モデルと補完モデルに分けら

れる。

　基本モデルでは、市町村の住民登録簿と、連

邦・州統計局が建物・住宅所有者を調査対象と

して実施する建物・住宅センサス（郵送調査）

が基礎的なデータソースである。両者のデータ

を住所・住宅・個人のレベルにおいて連結する

ことによって、住民登録簿から求められる人口
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学的標識にかんするデータの精度が高められる

とともに、居住世帯（Wohnhaushalt）の設定

（Haushaltegenerierung）によって、センサス

の基本データファイルが作成される。補完モデ

ルでは、雇用者登録簿と公務員人事登録簿、お

よび自営業者等の就業者を把握する補足調査か

ら、各セクターの就業データが獲得される。そ

れが、基本モデルの基本データファイルに連結

されることによって、人ロセンサスデータファ

イルが完成する（『センサス構想』23～41頁）。

（5）住民登録簿における精度（完全性と全数性）

　　の審査

　連邦モデルは、現行の行政登録簿と既存の統

計調査を即事的に利用することによって、毛起

センサスを構築する可能性を示すとともに、登

録簿型センサスに特有の問題点を抱えている。

さらに州モデルは、センサスの基本原則に完全

に対応するためには、いろいろなデータソース

を連結するセンサスの成否にかかわる方法的な

課題を提起している。『センサス構想』は、そ

れを、①住民登録簿の精度、②世帯設定とデー

タ連結、③補助標識の規定、④小地域統計の表

章、⑤統計体系への影響、⑥『センサステスト』

の目的と企画、および⑦センサスモデルの費用

効果にかんする評価に分けて論述している。本

節では、①の論点を考察し、②～⑦の論点につ

い．ては、次稿（第6節と第7節）に委ねる。

　連邦モデルと州モデルに共通する基本的な課

題は、いろいろな地域次元における公式人面を

確定することであるから、そのデータソースで

ある住民登録簿の精度は、決定的に重要である。

住民登録簿の精度は、登録簿から転写する記載

事項の実態反映性にかかわる完全性（『センサ

ス構想』では妥当性（Plausibitaet））と登録

簿が把握する住民の範囲＝全数性に依存する。

　住民登録簿の記載事項がそなえる完全性は、

第1に登録簿そのものがそなえる自己補正力

（Selbstreinigungskraefte）によって規定され

る。自己補正力の強さは、基本的には住民登録

簿が国民の社会生活に占める重要性に依存する。

『センサス構想』は、住民登録簿のセンサス標

識にかんするデータは、「国民が基本的に登録

簿データの正確さにたいして利害・関心をもっ

ているために」、「例外を除いて有効である」と

評価する。それは、住民登録簿が公証する身分

証明書や旅券が、多くの公的私的な社会生活と

経済的な給付（銀行口座の開設、社会保険の加

入、選挙名簿への記載と選挙通知、賃金血紅の

送付、海外休暇旅行における身分保障、兵役義

務の履行）に欠くことができないからである

（本節末資料①：住民登録要綱法第2条参照）

（s．lo）．

　住民登録簿の完全性を高めている第2の社会

的な要因は、登録業務の義務づけが法制化され

ていることである。『センサス構想』は、「圧倒

的多数の住民登録局において、住民の身元と住

宅を確定し、証明することができるように、そ

の管轄領域に居住する住民を登録することが義

務付けられていて、それが、市町村に登録簿の

妥当性を保持するように管理・運営を導いてい

る（本節末資料①：住民登録要綱法第1条と第

11条参照、）」と指摘する（S．10）。

　他方、統計局側における住民登録簿データの

完全性にかんする審査は、統計調査における審

査と同様に、記載されている調査標識と補助標

識の完全性と無矛盾性、および指定されたデー

タの転記様式にたいする各市町村の住民登録簿

における記載様式の適合性について実施される。

審査の課題は、①住民登録における記入ミスの
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ような偶然誤差、②すべての登録簿データにか

かわるような系統誤差、および③登録簿からセ

ンサスデータへの転記誤差（例：入力欄の取り

違え）を検出することである。検出された各様

の誤差については、「データ提供先（daten－

1iefernde　Stelle）に照会がされる（S．19）。ここ

では、後に『センサステスト』において明らか

になる「職権裁量」による「記載誤差」につい

ては取り上げられていない。

　つぎに住民登録簿の全数性は、住民の過剰・

過小把握にかかわる論点である。『センサス構

想』は、「この観点から見るかぎり、これまで

の経験：と調査研究によると、住民登録簿の精度

は、全国を把握する将来のセンサスのデータベー

スとしては、十分ではない」と評価する。また、

調査研究班「住民登録簿の精度審査」は、「登

録簿に内在する自己補正力」を強めるために、

法制的な措置を含むつぎのような行政措置をと

ることを、登録行政側に要請している。

①上述したような住民登録に関連する行政事

　務（選挙登録等）を通して、登録簿の更新を

　継続して、登録簿の自己補正力を徹底的に利

　用すること

②住民登録局は、規則的に登録簿データの譲

　渡を受ける機関に、登録簿の「いろいろなデー

　タの状態」にかんする情報提供を要請する

　こと

③住民が届けた転入先市町村の住民登録局が、

　転出した市町村の登録局に照会する再登録手

　続きを改善し、また住民登録業務にたいする

　監督官庁の管理を強化すること（S．！1＞

④過剰・過小把握の発生をなくすために、住

　民登録手続（転入・転出）の怠たり、遅れや

　記載漏れ、データ転送ミスを防ぐ措置をとる

　こと（Sユ6＞。

　さらに、『センサス構想』は、センサスの実

施が想定されている2001年までに、行政措置の

速やかな履行を迫る社会的な事情として、1）

1998年の連邦議会選挙と1999年の欧州議会選：挙、

2）2001年までに有効期限が来る相当数：の身分

証明書の更新（1987年に10年の有効期限を導入）、

3）2001年までに実施される多数の市町村にお

ける外国人評議会選挙を挙示し、それが、1987

年以来進められてきた住民登録簿におけるデー

タ処理の現代化（電子化）を補強するであろう

と結論づけている（S．1！）。

　（註）

　　ヘッセン州統計局は、1998年9月末の連邦真義

　会選挙と1999年2月初めの府議会選挙において、

　「送付不能の選挙権通知にかんする調査」を行っ

　ている。それぞれ、300弱と360の市町村（州全

　体で426市町村）から、有効な回答を得ている。

　　前者では、対象市町村が包摂する3．1百万の

　有権者のうち、3ユ900人（1％）について、通知

　が配布不能のために返送されてきた。原因別に見

　ると、①大半が、同一市町村内での転居、②

　7100人は、市町村外への転出後に発生した転入・

　転出手続きの遅れであり、③不明の約3000人が、

　「整理や修正の後、抹消ないしは職権によって転

　出処理」がなされている。この訂正処理が、「住

　民登録簿の精度向上に効果があったことが、1999

　年2月初めの州議会選挙において、確認された」。

　　後者では、3．8百万の有権者についで、「ただ

　0．8％　31200人だけが送付不能であった」。その

　なかで、7000人が市町村から転出のためで、前

　年9月と同数であった。抹消または転出処理が

　なされたのは、約1700件であった。ただし、「注

　目すべきことは、いくつかの市町村、とくに大

　都市で、調査時点においても、送付不能の対象

　者について、訂正作業が終了していなかったこ
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　と」が判明している。

　　また、ヘッセン州統計局は、1998年9月に送

　付された「1999年賃金税票の送付不能にかんす

　る調査」を実施している（350市町村が有効な回

　答）。それによると、就業者総数（就業可能年齢

　者数［賃金税票の発送リストである住民登録簿

　から］とミクロセンサスの就業率から近似値）

　約240万のうち34600について送付不能であった

　（1．5％）。送付不能者のうち、①外国人が約4千

　人（！2％）、②転出〔転入届の遅れ〕者が8900、

　そのうち％以上が外国人、③抹消ないしは転出

　処理が4100人であり、外国人が1／4以上であった

　ことから、外国人が転出に際して、届出をしな

　いという一般的な推察が確認されたと述べられ

　ている2）。

　　なお、1994年のWiesbaden（ヘッセン州の州

　都：当時の人口約25万、内約18％が外国人〉に

　おいて実施された外国人評議会選挙では、選挙

　通知業務によって、外国人4000人以上の死票

　（後述：居住していない者の住民票）が除去され

　ている3｝。

　　また、　2007年には、　納税者番号

　（Steuernummer）の導入によって、税務局によ

　る納税者の住所確認（2007年6月30日時点）に

　よっても住民登録簿の精度が格段に改善されて

　いると言われている（2007年8月15日：連邦統

計局人口統計課長，Johann　Szenzenstein氏に

　たいするヒアリング調査）（註終わり）。

他方、住民登録行政側とは別に、統計部局側

においても、登録簿データの完全性と全数性を

2　）’　Henz－Kurz　Rompel　“Bevoelkerungsfortschrei－

bung　versus　Einwohnermelderegister：，　Tei1
2：Woliegen　die　grdssten　Abweichungen　？”，　Staat

und　Wirtschaft　in　Hessen，　2000．　Juni．p．　187

3）注（1）文献のp．38

審査するために、「統計的方法」を含むつぎの

ような措置が予定されている（『センサス構想』

12～15頁）。

第！に、登録簿データの精度を審査するための

手掛かりを得るために、登録簿に記載されてい

る住民個々人のデータセットの基本的な集計値

と、それに対応する統計補助値（推計人口）値

が市町村レベルにおいて比較される。それは、

上述の行政措置を補足する方法手続きであって、

センサス年まで繰り返される（州統計局）。両

者の不一致・乖離は、州統計局と市町村によっ

て、その事由が解明される。

　（註〉　両者の乖離にかんする調査研究（ヘッセ

　ン州）の例を、本稿末尾に紹介している（本稿

　末の資料②参照）。

　第2に、登録簿の完全性と全数性を確保する

ための重要な方法行程は、センサス期日以前に、

街路記号データファイル（Strassenschlue－

sseldatei＞を策定しておくことである（州統計

局と市町村）。それは、既存の建物住所（Geb－

aeudeanschriften）にかんするデータ（市街区、

街路名、街路記号、建物番号、建物追加記号）

を含む統計登録簿であって、「外部のデータ源

（住民登録簿や土地税台帳等）」の相互対照によっ

て、それぞれのデ・一・一・タ源の完全性も審査される。

センサスでは、住民登録簿の全数性を確認する

ために、街路記号データファイルの住所と登録

簿の個人データセットの対応性が点検される。

それは、登録手続きの不履行によって発生する

死票（：Karteileichen：実在しない者が登録簿

に記載）や欠落票（Fehlerbestaende：実在す

る住民が未登録）を検出するための基本的な方

法手続きであって、各個の個人データセットの

完全性も精査される（州統計局）（S．12）。

　さらに、州モデルでは、街路データファイル
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に上述の「外部のデータ源」から、建物と建物・

住宅所有者の氏名と住所にかんする個別データ

を加えることによって、建物・住宅センサスの

基礎となる建物住所データファイル（Gebae－

udeadressedatei）が設定される。さらに建物・

住宅センサスの全数性を高めるための方法手続

き（機械的な推定や実地の再調査）がとられる

ことによって、市町村次元までの分類度におい

て住宅統計を提供できる建物・住宅統計登録簿

（Statistisches　Gebauede一　und　Wohnungs－

register）の創出が予定されている（S．27）。

　（註）

　　『センサス構想』では、街路記号データファイ

　ルの具体的な方法手続きについては、それほど

　詳しく述べられていないが、2007年には、住所

　建物登録簿（Anschriften－und　Gebaeudere－

　gister）として法制化が実現している4）。

　ところで、これまでの住民登録簿の審査は、

それぞれの市町村の区域内に限定されている。

そして、センサスでは、「すべての市町村にお

いて統一的な基準によって、一様な精度で公式

人口を画定しなければならない」（S．38）が、

管理運営と処理手続きが完全に標準化されてお

らず、市町村間の地理的な事情が異なるために、

「住民登録簿の精度は、個々の市町村によって

異なる」（S．38）。したがって、「住民登録簿を、

直ちに統計目的に利用することは不可能であっ

て、相互に比較可能な精度と信頼性を得るため

には、統計局によって、中央集中的な審査と加

工がなされなければならない」（S．23）。とくに

4）　Bundesrat　Drucksache　222／07，　30．03．2007，　Bundes－

gesetzblatt　Jahrgang　2007　Teil　I　Nr．62　12，12，2007．

Statistisches　Bundesamtのホームページ：Zensus
2011，”Das　Wichtigste　zum　Zensus　2011”参照

ドイツの住民登録簿は、市町村によって、各個

に運営される分権型システムをとっているため

に、市町村間で発生する多重登録や登録の誤り

を容易に除くことができない。そのために、第

1に、住民登録簿そのもののデータによって、

登録簿の全数性と完全性を、多重登録と過大t

過少把握について審査する手続き行程が設けら

れている（S．14）。

　多重登録は、同一の個人が同時に複数の町村

に住民（第ユ住宅ないしは単身住宅への居住者）

として登録されていることである。それは、住

民登録簿の過剰把握をもたらす大きな社会的な

要因であるが、住民登録簿がネットワーク化さ

れていないから、完全に排除することはできな

い（S．15）。連邦・州統計局は、そのような個人

の登録簿を検出し、除去するために、第1に市

町村名の表記法を連邦的に統一する管理データ

ファイル（Leitdatei）を作成する。つぎに、

連邦統計局が、連邦次元において、管理データ

ファイルにも．とつく機械的な審査によって、住

民登録簿の個人データセットを、一義的に第1

住宅の所在地に対応づけて、市町村に区分する

（～S！3）。それによって、個人データセットの

矛盾が判明すると、それを除去するための調査

（電話・郵送・実地調査）が、州統計局によっ

て実施される（例：転入届済み、しかし転出届

なし、または未処理）。この個別調査の情報が、

住民登録局等の行政機関側に「逆送」されない

ことは、「統計と行政の分離原則」から明らか

なことである（S．13、S．28）。

　ところで、『センサス構想』によると、この

ような多重＝登録の審査は、一般的に単一住宅な

いしは第1住宅について複数のデータセットが

ある個人を除くことはできるが、つぎのよう．な

社会的な要因によって発生する過剰把握を検出
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することはできない。すなわち、過剰把握は、

①関係他官庁からの連絡の遅れ（身分局や裁判

所等）、②転入・転出にかんする登録手続きそ

のものが引き起こす時間差、および③死亡者や

出国者の記載が登録簿に残存する死票（Karte－

ileiche）の存在によっても、引き起こされる。

ドイツでは、住民の転入・転出手続きは住民登

録局（Einwohnermeldeamt＞によって処理さ

れるが、出生と死亡および婚姻にかんする手続

きは、身分局（Standesamt）が管轄し、さら

に離婚手続きには、裁判所がかかわる。また、

市町村間の移住には、転出届が必ずしも必要で

はなく、転入先市町村が、転出元市町村に照会

することによって、異動手続きが完了する。し

たがって、『センサス構想』は、転入届け出の

所要時間、転出先市町村における転入届け出の

処理時間とその転出元市町村における登録の抹

消時間を考慮すると、センサス期日の実態を把

握するためには、登録簿データの市町村から州

統計局への転送は、期日よりも6週間遅れるこ

とになろうと推測している（S．14）。ここには、

登録簿型センサスが全数性と同時性を確保する

ための大きな課題をうかがうことができる（本

節末資料①住民登録要綱由良11条参照）。

　（註）重複登録に関連して、主たる常住地ゴ「第

ユ住宅の住所」の選択が、「何らかの便宜（自動車

保険料、住宅の租税上の減価措置、墓地の故郷指

向〉によって決定されることも稀ではないこと」

が、重複登録問題を複雑にする社会事情である。

さらに転出届を省く転入届では、先住地における

旧居住所の記載に誤りがあるとき、誤った登録簿

からの誤った削除が引き起こされることも希でな

いという指摘がある（しばしば見受けられる例：

学生の移動で、第1住宅でない居住地（就学地）

を記載）5）。

　『センサス構想』によると、経験的には、転

入届が転出届けよりも、早くかつ速やかに処理

されることから、過剰把握を回避することが、

住民登録簿を「第2義統計」として利用するた

めには、重要な課題である（S．14＞。一般的に、

市町村の住民＝登録当局は、このような過剰把握

の存在を「よく認識し、それを最小化するため

に」、賃金税票の発行や選挙の準備を連邦規模

において期日通りに行うことによって、登録簿

の審査業務を日常業務化（Routineverfahren＞

すべきであろうし、対応する方法手続きが、新

しいセンサス法では法文化されるべきであろう

と述べている（S．15＞。

　また、上述の機械的な審査において、事案の

発生期日やその他のデータを利用することによっ

て、転入・転出届の時間差問題：は、いっそう縮

小される。『センサス構想』は、そのような方

法手続きを開発するためには、1「方法的な準備

や実地試験」が必要であって、住民登録簿の過

剰把握の程度、およびそれによって規定される

審査の方法と作業量を検証することを『センサ

ステスト』の一つの課題として設定している。

また同報告は、センサス期日以前に住民登録局

において「時間差問題」が解決されている重要

性を、それによってセンサス時点において審査

されるべき多重登録や過少把握の件数が減少し、

市町村レベルでの「未調整」登録簿人ロとセン

サス人口の差が縮小されると、強調している

（S．15）．

　これまで概説してきた過剰把握の審査は、連

邦モデルによっても行われるが、州モデルは、

さらに組織的で厳密な審査の方法手続きをそな

えている。とくに、死票は、住民登録簿データ

5）注1）文献p．38
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の市町村間あるいは幽間の対照によっては対応

できない問題点であるから、連邦モデルでは検

出することができない過剰把握の大きな要因で

ある。死票は、出国＝帰国時の外国人について、

しかも地域的（市町村、市街区、街路）に集中

して発生する傾向がある。それは、州モデルに

おいて、建物・住宅センサスと住民登録簿のデー

タ連結によって、初めて検出される。

　建物・住宅センサスでは、建物・住宅の所有

者（管理人者や保有者）が被調査者であるから、

個々の住宅の保有雷名は判明するが、居住者名

を調べることはできない。しかし、建物あるい

は街路の「妥当な」居住者数を推定する（Soll・一

groesse）ために、同センサスから、住所（番

地＝建物番号）ごとに与える住宅の様式、規模

と個数にかんする情報をえることができる。推

定居住者数と登録簿に記載されている居住者数

の乖離＝誤差が一定の許容域を超えるときには、

それを郵送・電話による照会や実地調査によっ

て確認し、修正がほどこされる。また、複数の

氏名表記法や審査にかんする標識の「偏り」の

ために、連邦モデルによる住民登録簿の審査で

は検出することができなかった多重登録者も、

「しばしば」確定される。さらに、『センサス構

想』は、新設の住宅団地等において、住民登録

が済まされていない住民や未登録者（不法在住

者等）の検出によって、「データの隙間」を埋

める可能性が高まると述べている（S．35～S，36）。

なお、建物・住宅センサスの方法的な「妥当性」

についても、『センサステスト』において検証

される6）。

　つぎに、州モデルでは、基本データファイル

（個人・世帯・住宅）の個別データセットと雇

用者登録簿のデータ連結によって、住民の第1

住宅への帰属が再び審査される（S．36）。

　『センサス構想』は、「本節では、州モデルに

おいて、住民登録簿の精度が改善される基本的

な可能性を示した」にすぎず、「審査行程を具

体的に策定するためには、集中的な試験調査と

実証的な調査研究が必要であって、精度を審査

する新しい方法が開発されるべきである」と結

んでいる（S．36）。

　これまでの過剰把握の審査にかんする考察が

明らかにしているように、本格的な登録簿型セ

ンサスである州モデルの要諦は、いろいろな行

政登録簿のデータを統計単位の次元において連

結することである。われわれは、節をあらため

て、世帯設定とセンサス様式の個別データセッ

ト作成の方法手続きを考察することにしよう。

　つぎに住民登録簿の過少把握は、①登録業務

における組織的な要因（データ処理・送付の忘

れ・ミス、遅延）と、②「個人的な要因」（未届

け・登録の遅れ）によって発生する「票の欠落」

（Fehlerbestaende）である。『センサス構i想』

は、登録手続きの遅れによる過少把握を最小化

するための方策として、組織的要因にたいして

は、過剰把握と同様に、先の街路記号データファ

イルによる全数性審査を挙げている。個人的な

要因にたいしては、先述した住民登録制度がそ

なえる1「利害的な誘因」によって、長期の未登

録者は存在しないから、．①届け出そのものを早

期化（転居時に近い時点での登録方法）する方

法、②再登録の行政処理を行う期限の短縮可能

性、および③登録簿から転写する時点の最適性

（例、調査期日後6週間）を検証する調査研究の

6）　Sebastian　Scharnhorst　und　Henrik　Egbert，

“Postalische　Gebtiude一　und　Wohnungszahlung　im

Zensustest　2001　Erfahrungen　in　NRW”　in
Deutschland　auf　dem　Weg　zum　registergestutzten

Zensus，　，Statistische　Analysen　und　Studien

Nordrhein－Westfahlen　Band　4　2002
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　表3　1961年、1970年、1987年国勢調査における過剰・過小把握

一再調査の結果一

把握の種類

1961年国勢調査
i連邦全体）

1970年国勢調査

i連邦全体）

1987年国勢調査

iハンブルクとニーダー

Uクセンを除く連邦）

実　数　　　％ 実　数　　　％ 実数　　　％

過剰把握

ﾟ少把握

256　000　　　　　　0．5　　　　　　484　000　　　　　　0．8　　　　　　　310　00：0　　　　　0．6

T87　000　　　　　　ユ．0　　　　　1052　000　　　　　　1．7　　　　　　364　000　　　　　0．7

データ源：1961年とユ970年は、Statistiches　Bundesam七，”Volkszahlung　vom　27Mai　1970，

Untersuchungen　zur　Methode　und　Genauigkeit　der　Volkszahlung　1970”，　Fachserie　1，

Heft　26，　S．55．1987年は、　Sta七istiches　Bundesamt，”Volksztahlung　vom　27．Mai　l987，

Vorbereitung，　DurchfUhrung　und　Methodische　Un七ersuchungen　zur　Volkszahlung
1987”，Fachserieユ，　Heftユ2，　S．193

必要性が指摘されている（S．10、S．14＞。

　住民登録簿の過剰把握と過小把握を評価する

ための基準として、これまでの国勢調査の調査

結果が利．用される。『センサス構想』は、戦後

ドイツの国勢調査の精度が「国際的に見て良好

であると考えられる」として、その精度を、表

3に紹介している（S．16）。そして、以前の国

勢調査の事後調査および住民登録簿のデータの

集計値と人口推計値の比較（市町村次元）の結

果は、それが、同一の「データプール」におい

て実施されていないから、予期される過剰把握

の絶対的な上限値であろうと述べている。連邦

計局は、ユ987年国勢調査と同年の連邦議会有権

者数の比較（選挙区次元レベル）および対応す

る人口推計（市町村次元）との比較によって、

センサスにおいて、居住地を確定できない事案

が約80万件発生すると推定する。このような事

案を州統計局と当事者間の連絡（電話または書

信）によって、多くは解消することができるが、

解決できずに、調査員の実地調査によって点検

するデータセット数を20万件と推測している

（S．19～S．2！）。しかし、『センサステスト』の

結果、過少把握と過剰把握の程度は、無視でき

ないほどに大きく、センサスモデルは、少なく

ない変容を受けることになる7）。

　われわれは、住民登録簿の全数性と完全性に

かんする審査行程を辿ってきたが、振り替える

までもなく、人々センサスが把握すべき人口は、

センサス期日に住民登録簿に記載されている登

録簿人口である。それは、住民登録行政の法制

概念に規定された居住権者人ロ（Wohnber－

echtigte　Bevoelkerung）であって、「したがっ

て、また住民登録法の意味における個人の居住

地数（Wohnsitzfaelle）の総体に焦点がある」

（S．18）。いずれにしても、「多重登録」、「死票」

および「票の欠落」の量的な規模と地域的社会

階層的な分布は、住民登録簿の精度、ひいては

新しいセンサス統計の基本値の精度にかかわる。

それは、センサス行程における審査手続きのコ

7）　Statistische　Amter　des　Bunde＄　und　Lander，

“Ergebnisse．　des　Zensustests”，，　Wirtschaft　und

Statistik　8／2004，およびJ．　Szenzenstein，“The

New．Concept　and　Method．of　the　Nex七German

Population　Census”in　International　Sy皿posia　on

Population　Census　and　Micro　Data　Archives，

Bulle七in　of　Japan　Statistics　Research　Institu七e

（Hosei　University）No．33，2005，参照
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スト（労力・経費・所要時間）と方法的技術的

な内容を規定するから、『センサステスト』の

基本的な課題として設定されている。

資料①住民登録要綱法（Melderechtsrahmen・

　　　　gesetz）の関連条項

第1章　一般規定

第1条　登録局の業務と権限

（1）住民登録を所管する州の部局（住民登録局）

　は、その所管領域に居住する住民を、住民の

　身元（ldentitat）と住所を確定し、証明す

　るために登録しなければならない。住民登録

　局は登録簿の情報を与え、他の官庁や公共的

　機関の業務の遂行に協力し、データを提供す

　る。その業務を遂行するために、住民登録局

　は住民登録簿を運営する。それは、住民から

　得る、官庁やその他の公共機関から譲渡され、

　ないしは公表されたデータを含む。

（2）住民登録局は、住民登録簿に保管された個

　人データを本法ないしは、その他の法規にし

　たがってだけ、獲得し、処理し、または利用

　しなければならない。

第2条　データの保管

（1）第ユ条第1項に示した業務を遂行するため

　に、住民登録局は、つぎのような住民のデー

　タ（その正確性を証明するために必要な参照

　事項を含む）を住民登録簿に保管しなければ

　ならない。

　　1．家族名、2．旧姓、3．個人名、4．

　博士号、5．勲名／芸名、6．出生日・出生

　地、7．性別、8．就業・非就業、9．第16

　項の子女の法定代理人、両親（個人名、家族

　名、博士号、住所、出生日、死亡日）、10．

　国籍、1ユ．宗教団体への法律的所属、12．現

　住所・旧住所・第1住宅と第2住宅、13．転

　入日と転出日、14．家族関係・既婚者は結婚

　日と結婚地、15．配偶者（個人名、家族名、

　博士号、出生日、住所、死亡日）、16．満27

　歳までの子女（個人名、家族名、博：士号、出

　生日、死亡日）、17．個人証明書・旅券の交

　付機関、交付日、有効期問、18．譲渡禁止項

　（Ubermittlungs　Sperren）、19．死亡日と死

　畑地

（2）住民登録局は、ドイツ連邦議会選挙と欧州

　議会選挙のための準備、賃金税票、身分証明

　書と旅券の交付、および兵役と市民的役務の

　管理に’協力しなければならないから、その目

　的のために、第1項に挙示するデータだけで

　なく、その正確性を証明するために必要な参

　照事項を含めて、つぎのような事項を保管し

　ていなければならない。

　　！，選挙権の該当者が区分される事項

　　2，税法のデL一一一タ（税階層、免税額、配偶

　　　者の宗教組織、子女の法律的地位と所属、

　　　養い親義親の個人名、家族名、住所）

　　3．旅券無効の根拠を示す事項、旅券が無

　　　効にされている，ないしは留保されてい

　　　る事項、または個人証明書法第2条第2項

　　　による規定に該当する事項

　　4．該当者が兵役，ないしは市民的役務に

　　　規定されている事項

（3）州法によって、州の業務を遂行するために、

　別のデータが保管されていることを規定する

　ことができる。

第3章登録義務

第11条一般的な登録義務

（1）ある住宅に転居する者は、登録局に届出な

　ければならない。

（2＞ある住宅からの転出者は、登録局に転出を
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　届出でなければならない。住民が引き続き同

　一の州内で新しい住宅に転居し、第1項にし

　たがって転入を届出た場合には、州法によっ

　て第1文は適用されないことを規定できる。

　第13条第2項第2文は、左右されない。

（3）住宅貸与者は、転入届と転出届に協力する

　ことを義務づけられている。本法の発効によっ

　て、現行の州法規定の相違は左右されない。

（4）本法が言う住宅とは、居住または宿泊にも

　ちいられるすべての隔壁された空間である。

　住宅としては連邦軍の船上における居住もあ

　てはまる。移動家屋や船上家屋は移動しない

　か、一時的にだけ移動するときには住宅と見

　なされる。

第12条　複数の住宅

（1）国内に複数の住宅を保有する者は、そのな

　かの1つの住宅が彼の第1住宅である。住民

　は、第2項と第3項によって、登録局に第1

　住宅を届出なければならい。

②　第1住宅は、住民がおもに利用する住宅で

　ある。その家族から継続的に離れて生活をし

　ていない既婚者の第1住宅は、その家族が、

　おもに利用している住宅である。未成人者の

　第！住宅は、その者の保護権者（扶養者）が

　おもに利用する住宅である。心身障害者施設

　に居住する障害者の第1住宅は、27歳未満の

　身障者の申請によって、第3文の住宅である。

　疑わしい場合には、住民が、生活の重点が置

　き、おもに利用している住宅である。

（3）第2住宅は、住民が保有するその他の各面

　宅である。

第13条（省略＝内外の船上居住者、船員等の登

　寸地の規定等）

第14条　登録義務（第11条第1項と第2項）の

　免除者（省略：外交官等の規定）

第15条　共同宿泊施設の居住者

　つぎの者には登録義務は、根拠づけられない。

1．それまでの住宅から転出しないで、つぎの

　ために、共同宿泊施設に居住する住民

　a）基本兵役、2年以内の確定した兵役期間

　　で兵士として軍役、適性訓練、兵役訓練の

　　役務、無期兵役の者

　b）国境警備役務、国境警備役務訓練、（省

　　略）

　c）公的役務従事者

2．職業軍人等（以下省略）

第16条　例外規定

（1）州法によって、登録義務が免除される者は、

　その個人データの把握が保証されている者、

　滞在が2カ月を超えない者である。

②　宿泊施設の宿泊者は、登録様紙に記入かつ

　署名しているかぎり、免除される。外国人宿

　相者は、宿泊施設の管理者に、合法的な身分

　証明書を提示することによって免除される…

　〈以下旅行者等　省略〉

第3項～第5項省略

第4章データ譲渡

第17条　登録局間のデータ譲渡

（1）住民が住民登録局に転入届を行った場合、

　住民登録局は、住民のそれまでの所轄の住民

　登録局と住民のその他の住宅を所轄する住民

　登録局に、住民のつぎのデータを譲渡するこ

　とによって、通知する義務がある（再届）。

　　1．個人名と家族名、2．博：士号、3．住

　所、4．出生日と出生地、5．公式の法的宗

　教団体への所属、6．国籍、7．転入日、8．

　第1住宅と第2住宅、9，家族関係

　　これまでの登録局は、第ユ文に指示した事

　項が、それまでのデータと相違するなら、第
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　2条第2項第1号と第3号に指示されている

　事項を、新しい住宅の登録局に通知しなけれ

　ばならない。同一州の登録局が関係するかぎ

　り、データ譲渡のための細則が州法によって

　定められる。

（1）第2条第1項に示されているデータの記載

　が継続されるならば、住民の他の住宅を所管

　する住民登録局に、そのデータが業務の遂行

　に必要なかぎり通知される。

資料②ヘッセン州における推計人屑と住民登

　　　　録簿人口の比較

　ヘッセン州統計局は、統計登録四型センサス

の基本データソースある住民登録簿の精度につ

いて、その集計値（住民数）を公式人口推計値

と比較することによって、「登録簿データの状

況を概括し、その欠陥を数量的に把握するため」

に、甲州の全426市町村に、1996年と1998年に、

「詳細な分析」を依頼した。それにたいして、

400市町（住民数564万人以上：州の94％以上）

が2度ともに完全なデータを提供した（未回答：

96年5市町村、98年：2市町村）。同局のH．

：K．Rompel人口統計課長は、2000年2月と6

月の局報（注1と注2の論文）に、その集計結

果を紹介している（以下（『Rompe1報告』）と

略称）。

　同報告は、調査研究の目的をつぎのように述

べている。「この分析によって、両者の乖離か

ら、両者の誤差要因を析出することはできない。

しかし、登録簿の審査措置を緊急に導入すべき

都市や市町村にかんする手掛かりは得られる。

このことに関連して、住民登録簿の正確さ、セ

ンサスにたいする登録簿の有効性が話題なって

いるおり、登録簿の精度にかんする全国的に統

一的なかつ中立的な基準によって、一般的な登

録簿の整理が実施されるべきであろう。そうで

なければ、正常な登録簿管理を行っている市町

村が財政的に損失を被り、またセンサス値が批

判を受ける危険性がある」（注1文献：S．38～

S．39）o

　表①と図①は、『Rompe1報告』の第ユ部

（注1文献『ヘッセン州の人ロは600万を超えて

いるか』）に掲載されている全体的な集計結果

である。『Rompe1報告』本文にしたがって、

調査結果を要約すると、つぎのようになろう。

（1）登録簿人ロと推計人口の乖離（以下前者一

　後者＝『乖離』と略称する）は、400市町村全

　体で、前者が後者より小さく，しかも、その

　差は、約！7000から24600〔40％増〕に拡大し

　ている。

（2＞個々の市町村では、227市町村で『乖離』

　が拡大、そのうちユ74では、比較的に大きな

　比率となっている。

（3）他方、！73市町村では、『乖離』は絶対的に

　減少、うち147市町村で相対的にも減少して

　いるが、400市町村全体では、0。3％から～0。4

　％に上昇している。

（4）『乖離』の大きさの範囲を、市町村個々に

　みると、大半の220市町村は、両年とも、

　±1％以内（内庭0．5％以内が、121→115市

　町村）に止まっている。しかし、そのような

　乖離の小ささは、「総人口について妥当する

　だけ」であって、個々の市町村について見る

　と、96年忌、一　10％から5％までに、98年で

　は、一7％から9％と小さくない拡がりであ

　る。

（5＞『乖離』を階層別に見ると、±2％以上の

　市町村は、96年と98年で、それぞれ62と59の

　市町村で、その絶対値の総計は、正負それぞ

　れ側に半々に分かれる。しかも、登録簿数人
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表①　ヘッセン州における調査対象市町村の人口数（住民登録簿・人ロ推計による）

　　　　　　推計人口より住民登録簿人口が少ない市町村数とその人口値計

　　1996　145　2801184　2843571　一42387　一1．5
　　1998　148　3081789　3131226　一49437　一1．6
　　　　　　推計人口より住民登録簿人口が多い市町村数のその人口値計

　　1996　252　2813501　2788163　25338　O．9
　　1998　250　2520633　2495778　24855　1．0
　　　　　　　　　　　両者が一致する市町村数とその人口値計

　　1996　3　10291　10291　一　一
　　1998　2　18663　18663　一　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村計

　　1996　400　5624976　5642025　一17049　一〇．3
　　1998　400　5621085　5645667　一一24582　一〇．4

　　　　　図①　推計人口にたいする住民登録簿人ロの乖離別市町村数
　　　　　　　　（1996年末と1998年末　十は住民登録簿人口が大、一は逆）

総　　入　　口

年 市町村数 差住民登録簿

@人　口
推計人口

実数　　　　％

　　　ofo

2．5％以上

　2．0・一2．5

　1．5N2．0

　1．0－1．5

　0．5一一1，0

　　0・一〇．s

　　　　o

　o・一一〇．5

　－O．　5・一〇

一1．　0　・一　一〇．　5

－1．5一一2．0

－2．　0一　一2．　5

－2．596以上

O　10　20

團1996
雨蓋1998

30　40　50　60　70　80
　市町村数
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　口が多い市町村の『乖離』計〔正の合計〕が、

　96年目98年でそれぞれ5800人と6200人、逆の

　差（「乖離』が負の合計）は、それぞれ29千

　人と37千人であるから、残差は、それぞれ23

　千と31千となって、「市町村全体の総『乖離』

　の大きな部分に約30市町村の『乖離』が責任

　を負っている」と、両人口の差の大きな相殺

　効果と偏在性が明らかにされている（S．40）。

　『Rompel報告』の第2の部分（注2文献

『大きな乖離の所在』）は、『乖離』の市町村規

模別、国籍別、および年齢層別集計結果を紹介

することによって、「方法改善のために、以前

から指摘されていたこと、すなわち乖離の特定

の住民層や市町村類型への集中化傾向」を検証

することを試みている（注2の文献、183頁～

188頁）。

　調査結果の一部は、表②，表③と図②に示さ

れている。それと本文の内容から、集計結果が

語る注目すべき傾向を要約しておこう。

（1）　ドイツ人の住民に限ってみると、98年調査

　に回答した413市町村では、登録簿人ロが推

　計人口を下回る市町村数は153で、『乖離』の

　負の総計は、！06，400人であり、257市町村で

　は、『乖離』が正であって、その合計は

　43，700人である。

（2）非ドイツ人では、216市町村で、登録簿人

　口が推計人口より大きく、『乖離』総計は、

　60，100人、ユ94市町村が逆で、『乖離』の総計

　は、27β00人（負の『乖離』計）で、両者の

　差総計は、32，800人である。国籍別人口の乖

　離の大きさは、比較的少数の大都市における

　『乖離』に影響を強く受けている（後述）。

（3）全体としてみると、413市町村（推計で

　5．83百万以上、そのなかで非ドイツ人人口は

　71万1300）で、『乖離』の絶対値の和は、23

　万7500人、そのうち非ドイツ人の部分は37％

　（87400人）で、不釣り合いに大きい。

（4）人垢10万以上の5つの都市．に焦点を絞って

　みよう。全体で、『乖離』＝「住民喪失」率が

　一2％で、都市別には、Kasselは2％で、

　平均、Darmsが一1。6％、　Frankfurtが一3

　％、Offennbachが、一〇．7％、　Wiesbaden

　が一〇．2％である。

　1）ドイツ人に限っては、その推計人口が登

　　録簿人口を上回る市町村における負の『乖

　　離』和の85％が、逆に非ドイツ人の正の

　　『乖離』和の72％が5つの都市に集中する。

　　ドイツ人の登録簿人口計は、その推計人口

　　計よりも5％少なく、非ドイツ人では、10

　　％以上多い。

　2）2年間で、ドイツ人の『乖離』が著しく

　　増加していることは、「警告的」である

　　（推計人口で、2千人以上増加、登録簿人

　　口で、4500人減少）。それによって、負の

　　『乖離』は、13％増加して55千人となる。

　3）その都市別内訳は、Frankfurtが43千、

　　Offenbach約6千、　K：asse15千5百、

　　Darmstadtが3千である。

　　　他方、Wiesbadenでは、ドイツ人が登

　　録簿簿人口が推計人口より、2千人多く、

　　非ドイツ人では、後者が、前者を2500人

　　（負の『乖離』）を上回る。Wiesbadenに

　　隣…接する：FrankfurtとOffenbachでは、

　　非ドイツ人の正の『乖離』がそれぞれ、24

　　千人と5千人であって、非ドイツ人口の比

　　率が、最前者の25％にたいして後二者が29

　　％と30％であることを考慮すると、『Rom

　　pe1報告』は、「住民登録簿を人口の実態

　　に基礎づけるべき必要があるのではないか」

　　と、住民登録簿の精度に疑問を投げかけて
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図②　1．998年末の登録簿人口と推計人口の差（出生年階層別・国籍別）
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　　いる。

（5）人口5万～10万未満の5つの都市でも、ド

　イッ人と非ドイツ人の『乖離』率が、96年か

　ら98年に、それぞれ一〇．3％と一〇．5％から、

　98年の一1．0％と2％へと第1郡の大都市よ

　り大きな変動が見受けられる（人口2万～5

　万未満の40強の市町村でも、同様の傾向、

　183頁～184頁）。

⑥　住民数ユ万未満の小規模市町村に眼を転じ

　ると、ドイツ人の登録簿人口は推計人口より

　僅かに大きく、非ドイツ人は、僅かに逆で、

　おおむね『乖離』は小さい。

　　以上が、市町村規模別国籍別『乖離』の動

　向である。つぎに、年齢別国籍別の『乖離』

　にかんする集計結果を見ておこう（表③と図

　＠）o

（1）98年は、4！3市町村について、完全な年齢

　別・国籍別分析ができる。それは州人口の97

　％（5．83百万）以上を包摂している。二つの

　出生年齢層（90～94年、80～84年）を除いて、

　すべての階層で、多かれ少なかれ、推計人口

　が登録簿人口を上回っている。そして、ドイ

　ツ人のすべての出生年齢層でも、同様である

　（表③）。

（2）「しかし、奇妙なことに、35年～70年と80

　～90年のすべての出生階層について、相当多

　くの市町村において、住登録簿入口が推計人

　口より大きい。それは、確定できないが、大

　都市の事情が全体の結果に大きな影響を与え

　ていると考えられる。」

（3）登録簿人口が大きい市町村における正の

　『乖離』と推計人口が大きい負のそれのほぼ

　半数が、1950年～69年出生層に集中する（前

　者が22，800人と後者51，500）。

（2）それにたいして、非ドイツ人では、『乖離』

　の過半を、登録簿人ロが大の市町村では、50

　～69年と70年代前半の出生者階層が、推計人

　口が大の市町村では、1955～79年層が占めて

　いる。全体として、正の『乖離』が3万人、

　負のそれが13400人である（図2）。

（4）　ドイツ人の1960年～64年出生階層で、正の

　『乖離』が突出し、317市町村で、1万人以上

　である。逆に、推計人口が大きい89市町村で、

　その総数ユ8700人である。それは、この年齢

　層のドイツ人人ロの2～4％で、比較的に

　高い。

⑤　ごく少数の世代層を除いて、ドイツ人では

　55～69年出生者層の、非ドイツ人では30年目

　54年層と75～94年層の絶対的差異が、平均よ

　りも大きい。

（6＞推計人口が大きい就業年齢者層の乖離率の

　割合は、すべて階層で、非ドイツ人がドイツ

　人よりよりも数倍高いが、突出した年齢層は

　なく、一様な乖離状況である。

（7）1995～98年出生者の若年層では、ドイツ人

　と非ドイツ人とも、乖離が双方で、ユ％に達

　していることは注目すべきである。

（8）今まで見てきた『乖離』の大きさは、ほと

　んどの出生年次階層において、残差は相殺さ

　れ、大きさが縮小されている。

　以上が1『Rompel報告』の概要である。掲載

されているデータ表やグラフ図からは読みとれ

ない集計結果が、解説にもちいられているため

に、容易に理解できない部分もあるが、同報告

は、つぎのように、二つの結論を導いている。

（1）「調査研究から、多様で、部分的に矛盾す

　る認識が得られた。差異を説明するための統

　一的な構図も得られないし、修正のための具

　体的な解決方法も与えられていない。いろい

　ろな原因が推測されるが、一般的系統的な手
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　続き上の欠陥を推察することはできない。

　　登録手続きに、いくらかの注意不足や意図

　的な不正確さが介在することは疑いないが、

　年々蓄積されていくとしても、あのような大

　きな乖離をもたらさないであろう。さらに、

　第1住宅と第2住宅の規定が困難をもたらし

　ている。さらに、調査研究は、誤差率と登録

　の頻度とが相関することを示している。それ

　は、推計値と登録簿値の乖離が、一方では移

　動性が高い人口層、他方では、住民数の変動

　性が傾向的に高い市町村に集中していること

　から導かれる。それには、就業機会を与える

　大都市、大学都市、大きな施設がある保養地

　を挙げることができる。」

②　本文註の送付不可能な選挙通知にかんする

　調査結果と合わせ考慮すると、「（98年9月連

邦議会選挙と99年2月州議会選挙の）有権者

数は、98年末における18歳以上の住民登録簿

人口とほとんど一致する。しかし、部分的に

推計人口が突出している市町村では、選挙権

の請求者の「殺到』が発生したであろう。そ

れについては、それほど知られなかった（例

えば、学生は就学地の地域政治〔市町村関連

の首長・市町村議員選挙〕にほとんど関心を

持たない。しかし、連邦・州議会選挙では、

事情は異なる）。いつれにせよ、すくなくと

も、大まかな印象としては、ドイツ人人口は、

登録簿人口に近く、非ドイツ人は推計人口の

近くで、変動していると言えよう。」（187頁

～188頁）

〔九州大学大学院経済学研究院　教授〕
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